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第４次佐世保市食育推進計画（概要版） 

 

 

１－１計画策定の背景と趣旨 

本市においては、平成 18 年 12 月に「佐世保市食育推進計画」、平成 23 年 12 月に「第２次

佐世保市食育推進計画」、平成 29 年１月に「第３次佐世保市食育推進計画」を策定し、「『食』

から始まる豊かなくらし、食育実践都市‘させぼ’」を基本理念として食育の推進に努めてき

ました。 

これまでの三次にわたる計画の推進により、「『食品の安全性』に関する知識を持つこと」や

「『食品ロス削減』への行動」など、近年注目されている項目に関しては、日常生活において

取り組んでおり、市民の関心も高いと思われます。 

しかし、「朝食の摂取」「栄養バランスに配慮した食生活の実践」「生活習慣病の予防や改善

のための食生活の実践」については、定着が難しい状況にあるようです。 

新型コロナウイルス感染症の流行により、外食や家族以外との会食の機会が減少して、その

代わりにテイクアウトの利用や在宅時間が増加しました。在宅時間に家族で食を考える機会が

増えることで、食を見つめなおす契機ともなっており、家庭での食育の重要性が高まるといっ

た側面も有しています。 

こうした「新たな日常」のなかでも、食育をより多くの市民が主体的に実践していくため、

デジタルツールやインターネットも積極的に活用していくことが必要です。 

これまでの食育の取り組みで明らかになった課題や国の食育推進基本計画などを踏まえ、こ

れまでの推進計画（平成 18 年度から令和３年度）の内容も引き継ぎながら、本市の特性を生

かした食育を市民とともに総合的かつ計画的に推進するため、「第４次食育推進計画」を策定

し、５年間（令和４年度～令和８年度）で推進していきます。 

なお、本計画は、平成 27 年９月の国連サミットで採択された国際開発目標である「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」で掲げられた「SDGｓ（持続可能な開発目標）」の達成に貢献す

ることを目指します。 

 

１－２計画の位置づけ 

（１）法令等の根拠 

食育基本法の第 18 条の規定により市町村に食育推進計画の策定が努力義務として定められてい

ます。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、市の総合計画である「第７次佐世保市総合計画」を上位計画とし、関連する「けんこ

うシップさせぼ 21（佐世保市健康づくり計画）」など、佐世保市が策定した各種計画との整合を図

りながら作成しています。 

 

 

１ 計画の策定にあたって（本文第 1 章）  
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１－３これまでの取り組みの評価と課題 

●第３次佐世保市食育推進計画の目標値及び達成状況（一部抜粋） 

 基本目標 推進項目 
現状値 

H27年度 

目標値 

R3年度 

実績値 

R2年度 

単純比

較の 

結果 

2 

朝食の欠食につ

いて 

(欠食する市民の

割合の減少) 

未就学児 0.1% 0% 0.1% △ 

小学 2年生 2.2% 0% 2.3% × 

小学 5年生 1.7% 0% 2.0% × 

中学 2年生 1.8% 0% 0.6% △ 

成人（16～79歳） 5.3% 2.0% 7.2% × 

3 

栄養バランスに

配慮した食生活

を実践する市民

を増やす 

主食・主菜・副

菜を組み合わ

せた食事を1日

2回以上ほぼ毎

日食べている

市民の割合 

成人 45.6% 58.0% 44.9% × 

若い世代 

(20～30

歳代) 

35.6% 43.0% 32.3% × 

4 

生活習慣病の予

防や改善のため

に、普段から食生

活に気をつけ、実

践する市民を増

やす 

生活習慣病の予防や改善の

ために、普段から適正体重

の維持や減塩に気をつけた

食生活を実践する市民の割

合 

77.9% 82.0% 68.6% × 

6 

家族そろっての

食事の機会向上

について 

1週間のうち家族そろって

食事する日が 

3日以上ある市民の割合の

増加 

79.1% 90.0% 78.6% × 

11 

食品ロス削減の

ために何らかの

行動をしている

市民を増やす 

食べ物の買いすぎや料理を

作りすぎないようにする 

19.5% 23.0% 34.4% ◎ 

12 

食品の安全性に

関する基礎的な

知識を持ち、自ら

判断する市民の

割合の増加 

食品表示を確認する市民の

割合の増加 

69.3% 80.0% 93.7%  ◎ 

※平成 27 年度の現状値と令和２年度調査結果の単純比較の結果 

◎目標値を達成したもの 

△前回の調査結果より改善したが目標値を達成していないもの（横ばいの結果も含む） 

×前回の調査結果よりも改善しなかったもの 

 

朝食の欠食、栄養バランスに配慮した食生活や生活習慣病の予防や改善のための食生活の実践、

家族との共食については、目標値に対する達成状況が不十分であった一方で、食品ロスや食品安全

性については、目標値を達成しており、市民の関心が高い項目であることが伺えました。 
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２ 計画の目標と体系（本文第 2 章）   参考資料１参照 

２－１基本理念 （⇒第３次計画を継承） 

『食』から始まる豊かなくらし、食育実践都市‘させぼ’ 
 

『共食などをとおして、食に関する理解や関心を深めることで、食育を推進する市民一人 

 ひとりが、適切な食の選択による望ましい食生活を実践することにより、生涯にわたって心身 

ともに健やかに豊かな暮らしを送ることを目指します。』 
 

２－２基本方針 （⇒第３次計画を継承） 

基本理念の実現に向け、本市の食育の展開を示した食育の基本方針を７項目設定 

基本方針に沿った食育を推進していく中に、「デジタル技術の活用」や「オンラインでの活動の

活用」についての取り組み事項を追記。 
 

２－３重点課題 （⇒第４次計画から新規設定） 

７項目の基本方針を実現するために、本市の食を取り巻く状況を踏まえ、相互に関係する３つの

重点課題を設定しました。 
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●基本理念及び基本方針の推進に向けて、本市の現状を踏まえ、基本目標を 12 項目設定します。 

（参考資料１ 別紙あり） 

番

号 
基本目標 推進項目 

現状値 
令和２年度 

目標値 
令和８年度 

１ 食育の認知度を向上させる 「食育」を知っている人の割合 52.9％ 80.0％ 

２ 

朝食を欠食する市民を減らす 欠食する市民の割合 

未就学児 0.1％ 0％ 

小学２年生 2.3％ 0％ 

小学５年生 2.0％ 0％ 

中学２年生 0.6％ 0％ 

16～79歳 7.2％ 5.0％ 

３ 
栄養バランスに配慮した食生
活を実践する市民を増やす 

主食・主菜・副菜を組
み合わせた食事を１日
２回以上ほぼ毎日食べ
ている市民の割合 

16～79歳 44.9％ 60.0％ 

若い世代 
20～30代 

32.3％ 40.0％ 

４ 
生活習慣病の予防や改善のた
めに、普段から食生活に気を
つけ、実践する市民を増やす 

生活習慣病の予防や改善のために、普段
から適正体重の維持や減塩に気をつけた
食生活を実践する市民の割合 

68.6％ 75.0％ 

栄養成分表示を確認する市民の割合 32.5％ 45.0％ 

５ 

噛ミング 30 の推進について
（ゆっくりよく噛んで食べる
市民を増やす） 

ゆっくりよく噛んで食

べる市民の割合 

未就学児 70.1％ 80.0％ 

小学２年生 84.3％ 90.0％ 

小学５年生 68.4％ 80.0％ 

中学２年生 65.0％ 80.0％ 

16～79歳 67.1％ 80.0％ 

６ 家族そろっての食事の機会を
増やす 

１週間のうち家族そろって食事する日が
３日以上ある市民の割合 

78.6％ 90.0％ 

７ 

学校における食育の取り組み
などを増やす（充実させる） 

学校給食に地場産物（佐世保産）を使用

する割合（重量比） 
50.6％ 52.0％ 

食育の視点を踏まえた各教科などにおけ

る授業実践（栄養教諭及び学校栄養職員

の参画を含む）を行っている学校の割合 

100％ 
（食育指導
全体計画作
成率） 

100％ 

８ 
食育の推進にかかわるボラン
ティアの数を増やす 

食育の推進にかかわるボランティア団体
等において活動している人数 

220人 264人 

９ 
地産地消の推進について（地
場産物を認知している市民を
増やす） 

佐世保市や長崎県産の
農畜産物・水産物を認
知している市民の割合 

小学５年生 69.4％ 
76.0％ 
 

中学２年生 52.5％ 57.0％ 

16～79歳 75.7％ 83.0％ 

10 
食文化（伝統的な料理や作法
など）を継承し、伝えている
市民を増やす 

正しい箸の持ち方がで
きる子どもの割合 

小学２年生 68.4％ 75.0％ 

小学５年生 71.8％ 80.0％ 

中学２年生 82.4％ 90.0％ 

郷土料理などに関心を持つ市民の割合 43.7％ 50.0％ 

11 
食品ロス削減のために何らか
の行動をしている市民を増や
す 

食品ロス削減のために何らかの行動をす
る市民の割合 

88.6％ 95.0％ 

12 
食品の安全性に関する基礎的
な知識を持ち、自ら判断する
市民を増やす 

食事前の正しい手洗いを実践する市民の
割合 

全世代合

計51.1％ 
70.0％ 
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３ 施策の展開（本文第３章）  

 食をめぐる現状と課題を踏まえ、基本理念の実現を図るために、7 項目の基本的施策を軸に基本

目標の実現に向けて取り組みを展開します。 

 

３－１ 基本的施策 

基本的施策 主な推進内容 

１．家庭でのライフステージに

おける食育の推進 

◆ 乳児期における食育  ◆ 幼児期における食育 

◆ 学齢期における食育  ◆ 青年期における食育 

◆ 壮年期における食育  ◆ 高齢期における食育 

◆ 妊娠期における食育   ◆ 望ましい食習慣や知識の習得 

実現を目指す基本目標 １．「食育」の認知度 ２．朝食摂取 ３．栄養バランスへの配慮 

４．生活習慣病の予防 ５．噛ミング 30 ６．家族そろっての食事 

１０．食文化の継承 １１．食品ロス削減 １２．食品の安全性 

２．教育及び保育機関などに 

おける食育の推進 

◆ 学校における食に関する指導の充実 

◆ 就学前の子供に対する食育の推進 

◆ 生きた教材としての食事の提供及び給食の充実 

◆ 体験活動を通じた食への理解の促進 

◆ 子ども・保護者への普及啓発 

◆ 食のリサイクルの推進 

実現を目指す基本目標 ５．噛ミング 30 ７．学校における食育の取り組み １１．食品ロスの削減 

３．地域における食生活改善の

ための取り組みの推進 

◆ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

◆ 栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践の推進 

◆「食育ガイド」などの活用促進 

◆ 専門的知識を有する人材の養成・活用 

◆ 食品関連事業者等による食育の推進 

◆ 災害時に備えた食育の推進 

実現を目指す基本目標 ２．朝食摂取 ３．栄養バランスへの配慮 ４．生活習慣病の予防 

４．食育推進運動の強化 ◆ ボランティア活動などによる取り組みの推進 

◆ 「新たな日常」やデジタル化に対応する食育の推進 

実現を目指す基本目標 ８．食育推進ボランティア 

５．生産者と消費者との交流 

促進・自然や環境と調和のと

れた農林漁業の活性化  

◆ 農林漁業者等による食育の推進  

◆ 子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への 

情報提供 

◆ 地産地消の推進   

◆ 食品ロス削減に向けた市民運動の展開 

実現を目指す基本目標 ９．地産地消の推進 １１．食品ロス削減 

６．食文化継承のための活動の

支援 

◆ 食文化に関する知識の普及と情報の提供 

◆ ボランティア活動などにおける取り組み 

実現を目指す基本目標 ９．地産地消の推進 １０．食文化の継承 

７．食品の安全性、栄養、その

他の食生活に関する調査、 

情報の提供 

◆ リスクコミュニケーションの促進 

◆ 食品の安全性や栄養などに関する情報提供 

◆ 食品関連事業者等による自主衛生管理の推進 

◆ 食品表示の理解促進  ◆ 食生活に関する調査 

実現を目指す基本目標 ４．生活習慣病の予防 １２．食品の安全性 
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４ 推進体制と進行管理（本文第４章）  

 

４－１計画の推進体制 

さまざまな関係機関や団体及び行政が、情報共有を図りながら連携し、それぞれの役割に応じ

た取組を推進していくことが重要です。 

さまざまな手段をとおして情報提供に努めるとともに、市民の意見や考え方などを積極的に 

 把握し、その内容について施策に反映させていくことが重要です。 

さまざまな取り組みを推進しながら、定期的な実施事業の進捗状況の把握や、数値目標の達成 

状況及び施策の具体的な評価を「佐世保市食育推進会議」において行い、食育に関する施策を 

総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

４－２ 食育推進にあたっての役割 

１．市民・家庭の役割 

各基本目標について、ライフステージ別に望まれる市民の取り組み内容を別紙にまとめました。 

２．教育及び保育関係者等の役割 

３．関係機関、団体、事業者等の役割 

４．行政の役割 

 

４－３ 計画の進行管理と評価 

庁内の関係部署で構成する「食育推進検討委員会」を中心に、計画に基づく施策の総合的かつ計

画的な推進を図るとともに、その進捗状況を適切に把握するよう努めます。 

 また、実施した施策について、学識経験者、関係団体の代表者などで構成する「佐世保市食育推

進会議」の意見などを参考に評価を行い、これをふまえた施策の見直しと改善に努めます。 
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